
広報おおいそ 23令和８年４月
火事と救急 ２月の出動状況

消防車…37件（火災出動１、救助出動２、その他出動34）
救急車…157件（急病102、交通事故６、一般負傷33、その他16）

気象情報 ２月
最高気温 20.0度　最低気温 −3.3度
平均気温  8.7度　総雨量 49.0㎜

春のダイヤモンド富士
　気象条件がそろえばダイヤモンド富
士（富士山頂に太陽が重なる瞬間にダ
イヤモンドが輝くような光景）を見る
ことができます。
時４月10日（金）17時50分頃
場旧三井別邸地区　展望台
対どなたでも
費無料　駐車場は無料日
そ�の他　第一駐車場は18時30分まで開
放します。曇天、雨天時は通常通り
17時に閉鎖します。

問県立大磯城山公園管理事務所　
　☎（61）0355（９時～16時）

ダイヤモンド富士を見よう!!
～�大磯港西防波堤遊歩道の開放時間を
延長します～

　「関東の富士見百景」に指定されて
いる照ヶ崎海岸からダイヤモンド富士
を観察できます。
時４月９日（木）・10日（金）日没間際
場大磯港西防波堤遊歩道・照ヶ崎海岸
そ�の他　ダイヤモンド富士当日は西防
波堤遊歩道開放時間を18時30分まで
延長します。

※�気象条件によって観測できない場合、
遊歩道の開放をしないことがありま
す。

問産業観光課　☎（61）5719

申請書（町ホームページよりダウン
ロード可）

・納税証明書
・�町内での開業を証する書類（開業届
出書の写し又は法人登記事項証明
書）

・�株式会社日本政策金融公庫が作成し
た償還予定表の写し
申請場所
　�産業観光課（大磯港港湾管理事務所
２階）

大磯町特定創業支援等事業
制度概要
　�「創業」に必要な知識が全て身に付
く支援事業です。支援完了後に大磯
町から証明書の発行を受けることで、
さまざまな優遇措置を受けることが
できます。
特定創業支援等事業実施機関
・中南信用金庫　☎（61）7200
・大磯町商工会　☎（61）0871
優遇措置の内容
①会社を設立時の登録免許税軽減
②�無担保、第三者保証人なしの創業関
連保証の対象期間の拡大

③�「新規開業・スタートアップ支援資
金」の貸付利率の引き下げ

④�県制度融資の創業支援融資（創業特
例）における貸付利率の引き下げ

⑤�大磯町中小企業金融対策融資・利子
補給の充実
証明書の発行対象者
　次のいずれかを満たす方
・�現在事業を営んでいない個人で、こ
れから創業を行おうとする者

・創業後５年未満の者
※�既に会社法上の法人化をしている場
合であっても、創業後５年未満であ
れば対象となります。同一経営者が
２社目を創業する場合は対象外です。
証明書発行申請場所
　�産業観光課（大磯港港湾管理事務所
２階）

大磯町小規模事業者経営改善資金利子
補給制度
　町内の小規模事業者の方の経営支援
として、大磯町商工会の経営指導を受
けることによって、無担保・無保証で
利用することができる「小規模事業者
経営改善資金」（マル経融資）を利用さ
れた人に対し、その利子の一部を補助
する制度です。
利用資格
・町内で事業活動を営んでいること。
・�大磯町商工会の推薦を受け、株式会
社日本政策金融公庫が行う小規模事

業者経営改善資金融資（マル経融資）
を受けていること。

・町税を完納していること。
補助金額
　支払い利子の２分の１
補助期間
　第１回目の償還から３年以内
申請書類
・�大磯町小規模事業者経営改善資金利
子補給金交付申請書

・�株式会社日本政策金融公庫が発行す
る利息支払証明書

・�株式会社日本政策金融公庫が発行す
る支払済額明細書
申請場所
　�産業観光課（大磯港港湾管理事務所
２階）

大磯町中小企業退職金共済制度
　中小企業退職金制度は、独力では退
職金制度を設けることが困難な中小企
業に対して、事業主の相互共済の仕組
みと国の援助によって設けられた国の
退職金制度です。町では、退職金共済
掛金の一部を補助する「大磯町中小企
業退職金共済制度」を設けており、月
額共済掛金の10％を契約を締結した月
から５年以内で補助をしています。
問産業観光課　☎（61）5719

ものづくりわくわく支援補助金
　町内の事業者（主に商工会員）による、
地域資源や特性を活用した特産品開発
等に対する補助制度です。
※�内容は、変更となる場合があります。
最新情報は、大磯町商工会のホーム
ページをご確認ください。
補助対象資金
　�大磯町で作る産品または大磯にゆか
りがある産品の開発（開発費・広報
費）
補助金額
　�対象経費の100％（ただし補助限度額
を１０万円とする。
補助要件
・�町内で事業活動を営む小規模事業者
であること。

・町税を滞納していないこと。
・�大磯町暴力団排除条例（平成24年大
磯町条例第７条）第２条第２号から
第５号までに規定するもののいずれ
かに該当する者またはこれらの者と
密接な関係を有する者でないこと。

問大磯町商工会　☎（61）0871


